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【手続補正書】
【提出日】令和2年7月28日(2020.7.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
筒状の内層と、前記内層の外側に軸を中心として同心円状に積層された被覆層とを備える
シャフトあるいはフレームであって、
前記内層及び前記被覆層のうち、少なくとも一層が、配列した複合素材と樹脂硬化物とを
含む炭素繊維強化成形体であって、
前記複合素材は、複数の連続した炭素繊維が配列した炭素繊維束と、前記炭素繊維のそれ
ぞれの表面に付着したカーボンナノチューブとを有し、
前記カーボンナノチューブは、直径１０～１５ｎｍであり、長さが０．５～１０μｍであ
り、直線性を備え、
前記カーボンナノチューブは、前記炭素繊維の表面に分散して絡み合い、互いに直接接触
ないしは直接接続されてネットワーク構造を形成していることを特徴とする
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バドミントンラケット、テニスラケット、及び、自転車のいずれかのシャフトあるいはフ
レーム、または、
ゴルフクラブあるいはスノーボードのシャフト。
【請求項２】
前記被覆層の最も外側の外層が、前記炭素繊維強化成形体であることを特徴とする請求項
１記載の
バドミントンラケット、テニスラケット、及び、自転車のいずれかのシャフトあるいはフ
レーム、または、
ゴルフクラブあるいはスノーボードのシャフト。
【請求項３】
前記内層が、前記炭素繊維強化成形体であることを特徴とする請求項１記載の
バドミントンラケット、テニスラケット、及び、自転車のいずれかのシャフトあるいはフ
レーム、または、
ゴルフクラブあるいはスノーボードのシャフト。
【請求項４】
前記内層及び前記被覆層の巻き数がそれぞれ１～４であり、巻き数の合計が８～１６であ
ることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項記載の
バドミントンラケット、テニスラケット、及び、自転車のいずれかのシャフトあるいはフ
レーム、または、
ゴルフクラブあるいはスノーボードのシャフト。
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